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１
面
…
…
…
行
政
の
区
域
割
り
で
公
取
見
解

２
・
５
面
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原
価
計
算
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
知
・
判
例
で
研
修
会

６
面
…
…
…
全
国
浄
化
槽
行
政
担
当
者
会
議
開
く

【10月号】

行
政
の
区
域
割
り
は
独
禁
法
抵
触
せ
ず
、
公
取
見
解

平
成
30
年
度
理
事
会
で
各
委
員
会
等
の
活
動
承
認

　

理
事
会
は
午
後
1
時
半
に

始
ま
り
、
第
1
号
議
案
で
は

各
委
員
会
等
の
活
動
報
告
を

行
っ
た
。

　

財
務
報
告
は
7
・
8
月
の
収

支
一
覧
と
旅
費
補
助
・
旅
費
・

宿
泊
費
の
支
払
明
細
、
30
年

度
組
合
別
賦
課
金
入
金
状
況

を
報
告
し
た
。

　

合
理
化
適
正
・
下
水
道
農

集
委
員
会
は
、
徳
島
県
お
よ

び
奈
良
県
に
お
け
る
現
地
支

援
の
状
況
、
公
正
取
引
委
員

会
中
部
事
務
所
と
行
っ
た
打

ち
合
わ
せ
の
概
要
を
報
告
し

た
。
公
正
取
引
委
員
会
に
は
、

区
域
割
り
に
関
す
る
見
解
を

求
め
た
と
こ
ろ
、
「
廃
棄
物
処

理
法
第
6
条
に
お
け
る
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
に
よ
り
許

可
区
域
が
定
め
ら
れ
て
い
れ

ば
、
随
意
契
約
と
な
り
独
占

禁
止
法
に
抵
触
し
な
い
」
と
、

競
争
が
望
ま
し
く
な
い
地
域

や
業
務
と
し
て
、
行
政
が
業

者
の
責
任
区
域
を
定
め
る
こ

と
に
違
法
性
は
な
い
と
す
る

　

全
国
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合
連
合
会
（
玉
川
福
和
会
長
）
は
9
月
28
日
、
東
京
・

一
ツ
橋
の
如
水
会
館
で
平
成
30
年
度
第
2
回
理
事
会
を
開
催
し
た
（
写
真
）
。
財
務
報
告

な
ら
び
に
各
委
員
会
等
の
活
動
報
告
、
第
44
回
全
国
大
会
（
青
森
）
の
開
催
概
要
を
審

議
・
承
認
し
た
。
こ
の
う
ち
合
理
化
適
正
・
下
水
道
農
集
委
員
会
か
ら
は
、
公
正
取
引

委
員
会
中
部
事
務
所
か
ら
「
行
政
が
業
者
の
責
任
区
域
を
定
め
る
こ
と
は
、
独
占
禁
止

法
に
抵
触
し
な
い
」
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
報
告
し
、
適
正
処
理
の
確
保
に
向

け
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
基
づ
く
区
域
割
り
を
実
施
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
確
認

し
た
。

も
、
全
域
許
可
の
業
者
同
士

が
独
自
に
区
域
を
定
め
て
い

る
こ
と
は
「
地
域
割
り
協
定

（
カ
ル
テ
ル
）
に
あ
た
り
不
法

行
為
と
な
る
。
ま
た
暗
黙
で

あ
れ
、
行
政
が
業
者
間
の
地

域
割
り
を
認
め
て
業
務
発
注

す
れ
ば
官
製
談
合
に
当
た
る
」

と
注
意
を
促
し
た
。

　

ま
た
許
可
の
料
金
に
つ
い

て
は
、
「
各
社
が
独
自
に
算
定

し
た
原
価
計
算
書
に
基
づ
い

た
料
金
設
定
を
行
政
に
提
出

す
れ
ば
問
題
な
い
が
、
業
者

同
士
で
意
思
疎
通
し
決
め
て

い
る
こ
と
は
料
金
協
定
（
カ

ル
テ
ル
）
に
あ
た
る
」
「
2
業

者
で
見
積
も
り
合
わ
せ
を
す

れ
ば
入
札
談
合
と
な
る
」
と

し
た
。

　

循
環
資
源
委
員
会
は
、
鳥

取
県
に
お
け
る
現
地
支
援
と
、

研
修
会
の
開
催
状
況
を
報
告

し
た
。
ま
た
関
連
情
報
と
し

て
、
環
境
省
が
今
年
3
月
16

日
に
発
出
し
た
「
廃
棄
物
処

理
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
つ
い
て
」
、
同

6
月
22
日
に
発
出
し
た
「
建

築
物
の
解
体
時
等
に
お
け
る

残
置
物
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
」
と
す
る
通
知
の
概
要
を

説
明
し
た
。

　

浄
化
槽
委
員
会
は
、
8
月

の
活
動
報
告
と
、
全
国
環
整

連
水
再
生
シ
ス
テ
ム
の
認
定

基
準
、
認
定
フ
ロ
ー
、
さ
ら
に

「
浄
化
槽
電
子
カ
ル
テ
シ
ス
テ

ム
」
の
「
透
視
度
」
項
目
に

つ
い
て
機
能
強
化
を
行
っ
た

こ
と
を
報
告
し
た
。

　

広
報
編
集
委
員
会
は
、
8
月

の
取
材
活
動
報
告
と
、
広
報

環
整
連
の
発
行
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
報
告
し
た
。

　

青
年
部
会
は
、
9
月
6
日

に
「
西
日
本
地
区
青
年
部

研
修
会
」
を
開
催
し
、
43
名

が
出
席
し
た
こ
と
を
報
告
し

た
。

　

こ
の
後
は
10
月
15
・
16
日

に
開
く
第

44
回
全
国
大
会

（
青
森
）
に
つ
い
て
、
第
2

号
議
案
で
参
加
者
登
録
の
状

況
報
告
、
第
3
号
議
案
で
政

府
に
対
す
る
要
望
決
議
、
大

会
ス
ロ
ー
ガ
ン
、
大
会
宣
言

の
原
案
を
審
議
し
た
。
原
案

は
大
筋
で
了
承
を
得
て
、
参

加
者
登
録
は
、
よ
り
多
く
の

出
席
が
得
ら
れ
る
よ
う
各
県

組
合
に
協
力
要
請
が
あ
っ

た
。

　

全
国
環
整
連
の
循
環
資
源

委
員
会
（
関
根
信
委
員
長
）
は
、

8
月
27
・
28
日
に
岩
手
県
盛

岡
市
の
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

「
マ
リ
オ
ス
」
で
、
9
月
18
・

19
日
に
広
島
市
の
県
情
報
プ

ラ
ザ
で
原
価
計
算
研
修
会
を

開
催
し
、
こ
れ
に
北
海
道
・

東
日
本
地
区
、
中
国
・
四
国

地
区
の
各
組
合
を
中
心
に
延

べ
1
0
0
人
が
参
加
し
た
（
写

真
）
。
研
修
会
に
は
各
県
組
合

か
ら
2
～
3
名
の
リ
ー
ダ
ー

が
選
出
さ
れ
出
席
し
た
。

　

廃
棄
物
処
理
法
の
解
説
で

は
、
施
行
令
の
「
受
託
業
務
を

遂
行
す
る
に
足
り
る
額
」
と

は
、
原
価
計
算
に
基
づ
い
て

算
出
し
た
原
価
に
適
正
な
利

潤
を
加
え
た
額
を
意
味
す
る

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

委
託
料
が

不
当
に
低
額

で

あ

る

場

合
、
受
託
者

は
そ
の
額
に

見
合
う
程
度

の

作

業

を

行
う
か
、
他

の
収
益
で
カ

バ
ー
せ
ざ
る

得
な
い
が
、

一
般
廃
棄
物

の
収
集
・
運

搬
業
者
は
専

門
業
者
で
あ

る
た
め
不
足

額
を
他
の
収

益
で
カ
バ
ー

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ

て
手
抜
き
作
業
や
不
法
投
棄

を
回
避
す
る
制
度
的
な
補
償

が
廃
棄
物
の
適
正
処
理
確
保

に
は
不
可
欠
だ
。

（
詳
細
は
2
面
に
掲
載
）

盛
岡
・
広
島
で
し
尿
・
ご
み
原
価
計
算
研
修

料
金
適
正
化
の
必
須
課
題
に
1
0
0
人
が
参
加

循環資源委

　

全
国
環
整
連
（
玉
川
福

和
会
長
）
の
第
44
回
全
国

大
会
が
10
月
15
日
（
月
）、

16
日
（
火
）
の
両
日
、
青
森

市
内
の
ホ
テ
ル
青
森
（
写

真
）
で
開
催
さ
れ
る
。

　

今
年
度
の
大
会
で
は

「
一
般
廃
棄
物
の
処
理
責

任
と
適
正
処
理
、
行
政
の

責
任
と
業
界
の
義
務
」
を

大
会
テ
ー
マ
に
、
一
般
廃
棄
物
処

理
計
画
の
重
要
性
と
、
委
託
・
許

可
業
者
へ
の
区
域
割
り
の
必
要
性

を
考
え
る
。

　

さ
ら
に
平
成
26
年
1
月
28
日
福

井
県
小
浜
市
の
「
一
般
廃
棄
物
処

理
業
の
新
規
許
可
」
を
め
ぐ
る
最

高
裁
判
決
、
同
年
4
月
3
日
佐
賀

県
伊
万
里
市
の
「
随
意
契
約
の
適

法
性
と
合
特
法
に
関
す
る
損
害
賠

償
」
を
め
ぐ
る
最
高

裁
判
決
の
二
つ
の
判

例
を
取
り
上
げ
、
司

法
判
断
の
背
景
を
読

み
取
り
、
地
域
の
環

境
保
全
へ
の
貢
献
を

目
指
す
。

　

大
会
初
日
の
15
日

は
主
催
者
あ
い
さ

つ
、
功
労
者
に
対
す

る
表
彰
、
県
知
事
並

び
に
市
長
、
地
元
国

会
議
員
の
来
賓
挨
拶

な
ど
大
会
式
典
を
執

り
行
う
。

　

引
き
続
き
講
演
で

は
、
環
境
省
環
境
再

生
・
資
源
循
環
局
廃

棄
物
適
正
処
理
推
進

課
の
名
倉
良
雄
課

長
に
よ
る
「
廃
棄

物
・
リ
サ
イ
ク
ル
行

政
の
最
近
の
動
向
」、

林
勘
市
弁
護
士
の

「
廃
棄
物
処
理
法
と

合
特
法
に
共
通
す
る

基
本
理
念
」
が
行
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
講
演
内
容
を
踏
ま
え
、

全
国
環
整
連
の
合
理
化
適
正
・
下

水
道
農
集
委
員
会
の
牧
野
好
晃
委

員
長
が
司
会
と
な
り
、
パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
開
催
。

　

パ
ネ
ラ
ー
に
は
青
森
県
議
会
の

越
前
陽
悦
議
員
、
県
環
境
生
活
部

の
澤
田
靖
環
境
政
策
課
長
、
青
森

市
環
境
部
の
若
佐
谷
昭
人
参
事
、

全
国
環
整
連
顧
問
弁
護
士
の
林
勘

市
弁
護
士
、
循
環
資
源
委
員
会
の

関
根
信
委
員
長
、
地
元
業
者
か
ら

津
軽
清
掃
の
角
田
憲
亮
代
表
取
締

役
ら
が
参
加
す
る
。

　

福
井
県
小
浜
市
の
最
高
裁
判
決

で
も
示
さ
れ
た
「
一
般
廃
棄
物
処

理
業
は
自
由
競
争
で
行
わ
せ
る
事

業
で
は
な
い
」
を
テ
ー
マ
に
、
一

般
廃
棄
物
の
適
正
処
理
と
区
域
割

り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
議
論
す
る
。

　

一
日
の
成
果
に
つ
い
て
、
玉
川

福
和
全
国
環
整
連
会
長
が
論
点
整

理
な
ど
ま
と
め
を
行
い
、
午
後
6

時
半
か
ら
は
全
国
の
組
合
員
、
地

元
議
会
、
行
政
担
当
者
ら
を
交
え

同
会
場
に
て
懇
親
会
を
開
催
す

る
。

　

翌
16
日
は
、
合
理
化
適
正
・
下

水
道
農
集
委
員
会
、
浄
化
槽
委
員

会
、
循
環
資
源
委
員
会
、
広
報
編

集
委
員
会
の
各
委
員
長
が
活
動
方

針
等
を
説
明
し
、
大
会
本
会
議
で

政
府
に
対
す
る
要
望
決
議
、
大
会

ス
ロ
ー
ガ
ン
、
大
会
宣
言
を
採
択

す
る
予
定
。

全国環整連

ホテル青森で第44回全国大会ホテル青森で第44回全国大会

組合員、地元行政など900人が参加全国環整連
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原価計算や原価計算や
関連通知・判例等解説関連通知・判例等解説

循環資源委

　

研
修
会
の
冒
頭
、
関
根
委
員

長
は
「
東
日
本
地
域
は
、
一
部

で
ほ
ど
ほ
ど
の
料
金
を
い
た

だ
い
て
い
る
地
域
が
あ
る
も

の
の
、
総
じ
て
料
金
は
安
い
状

況
に
あ
る
。
一
般
廃
棄
物
の
収

集
運
搬
業
務
は
本
来
、
市
町
村

の
代
行
者
と
し
て
委
託
さ
れ

て
い
る
も
の
で
、
委
託
料
を

し
っ
か
り
行
政
と
交
渉
し
て

獲
得
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
適
正
業
務
の
あ
り

方
を
考
え
な
が
ら
、
継
続
し
て

原
価
計
算
を
検
証
す
る
こ
と

が
重
要
。
委
託
基
準
で
も
〝
委

託
料
が
受
託
業
務
を
遂
行
す

る
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ
と
〟

と
定
め
ら
れ
て
い
る
」
と
適
正

な
原
価
計
算
の
必
要
性
を
訴

え
た
。

　

循
環
資
源
委
員
会
で
は
、
各

　

全
国
環
整
連
の
循
環

資
源
委
員
会
が

8
月

27
・
28
日
に
開
い
た
原

価
計
算
研
修
会
（
写
真

下
）
は
、
組
合
員
が
自

ら
の
地
域
で
適
正
な
収

集
運
搬
料
金
を
自
力
で

算
出
で
き
る
よ
う
支
援

す
る
こ
と
を
目
的
に
、

「
ご
み
・
し
尿
収
集
運
搬

料
金
の
積
算
（
原
価
計

算
）」「
留
意
す
べ
き
廃

棄
物
処
理
法
・
通
知
、

裁
判
で
の
判
例
」
を
中

心
に
解
説
し
た
。

組
合
の
委
員
を
ブ
ロ
ッ
ク
毎

に
集
め
、
研
修
会
で
同
委
員
会

が
提
唱
す
る
原
価
計
算
ソ
フ

ト
の
内
容
を
説
明
し
て
い
く
。

　

例
え
ば
ど
の
様
な
考
え
方
で

人
件
費
を
入
力
し
て
い
く
の

か
、
車
両
の
必
要
台
数
は
ど
う

考
え
る
の
か
を
具
体
的
に
示
し

た
。

　

関
根
委
員
長
は
「
委
託
業
務

が
随
意
契
約
に
せ
よ
1
社
入
札

に
せ
よ
、
法
に
則
っ
た
計
算
の

必
要
性
が
行
政
側
に
は
あ
る
。

行
政
か
ら
仕
事
を
も
ら
っ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
自
治
体
に
代

わ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
と
確
認

す
る
た
め
に
も
、
原
価
計
算
の

仕
組
み
を
理
解
し
、
し
っ
か
り

習
得
し
て
組
合
に
持
ち
帰
り
活

用
し
て
欲
し
い
」
と
述
べ
た
。

　

盛
岡
市
で
の
研
修
会
初
日

27
日
は
、
研
修
内

容
を
地
元
に
持
ち

帰
り
応
用
、
伝
搬

す
る
リ
ー
ダ
ー
の

育
成
コ
ー
ス
と
し

て
、
近
江
則
明
副

委
員
長
が
「
廃
棄

物
処
理
法
の
基
礎

と
裁
判
例
、
通
知
」

に
つ
い
て
講
義
し

た
。

　

廃
棄
物
処

理
法
施
行
令
・

第

4
条
に
あ

る
委
託
基
準
、

廃
棄
物
処
理

法
・

第

7

条

の
許
可
と
義

務
に
つ
い
て
。

ま
た
、
昭
和
54

年
の
札
幌
高

裁
の
判
例
を

取
り
上
げ
「
廃

棄
物
処
理
法

は
、
最
低
価
格

の
入
札
と
契

約
を
締
結
す
る
一
般
競
争
入

札
の
制
度
と
は
異
な
る
建
前

を
持
っ
て
い
る
」
と
の
司
法
判

断
の
事
例
を
紹
介
し
た
。

　

関
係
通
知
で
は
、
平
成
20
年

6
月
19
日
の
環
境
省
・
廃
棄
物

対
策
課
長
通
知
「
ご
み
処
理
基

本
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て

の
指
針
に
つ
い
て
」
、
平
成
26

年
10
月
8
日
の
同
省
廃
棄
物
・

リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
長
通
知

「
一
廃
処
理
基
本
計
画
を
踏
ま

え
た
廃
棄
物
処
理
法
の
適
正

な
運
用
の
徹
底
に
つ
い
て
」
を

解
説
。

　

廃
棄
物
対
策
課
長
が
全
国

の
都
道
府
県
の
廃
棄
物
担
当

部
局
長
に
発
出
し
た
、
い
わ
ゆ

る
6
・
19
通
知
で
は
「
他
者
に

委
託
し
て
行
わ
せ
る
場
合
で

も
、
そ
の
行
為
の
責
任
は
引
き

続
き
市
町
村
が
有
す
る
も
の
」

と
、
廃
棄
物
処
理
は
直
営
が
基

本
に
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
「
一

般
廃
棄
物
処
理
の
公
共
性
に

か
ん
が
み
、
経
済
性
確
保
等
の

要
請
よ
り
も
業
務
の
確
実
な

履
行
を
重
視
し
て
い
る
」
と
、

安
易
な
入
札
導
入
に
ク
ギ
を

刺
し
て
い
る
内
容
で
あ
る
こ

と
を
説
明
し
た
。

　

10
・
8
通
知
で
は
、
廃
棄
物
・

リ
サ
イ
ク
ル
対
策
部
長
（
当

時
）
が
全
都
道
府
県
知
事
及
び

各
政
令
市
の
市
長
に
「
平
成
26

年
１
月
28
日
の
最
高
裁
判
決

は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
お
い
て

一
般
廃
棄
物
処
理
業
は
専
ら
自

由
競
争
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
性

格
の
事
業
と
は
位
置
付
け
ら
れ

て
い
な
い
」「
当
該
地
区
に
お

け
る
需
給
の
均
衡
及
び
そ
の
動

向
に
よ
る
既
存
の
許
可
業
者
へ

の
事
業
へ
の
影
響
を
適
切
に
考

慮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」

と
の
考
え
を
伝
達
し
て
い
る
。

　

鈴
木
正
幹
事
は
「
原
価
計
算

の
必
要
性
と
意
義
」
に
つ
い
て

講
義
し
た
。

　

原
価
計
算
の
基
本
は
、
全

国
環
整
連
が
平
成
6
年
に
ま

と
め
た
「
合
理
化
ハ
ン
ド

ブ
ッ
ク
」
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
。
〝
し
尿
〟
も
〝
ご
み
〟
も

法
律
的
に
は
同
じ
扱
い
で
あ

り
、
行
政
交
渉
時
に
性
状
の

違
い
だ
け
で
あ
る
と
認
識
す

る
こ
と
。
同
じ
仕
事
内
容
で
、

地
域
に
よ
っ
て
料
金
格
差
が

あ
っ
て
は
お
か
し
い
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
行
政
に
是

正
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る

と
し
た
。

　

そ
の
後
、
実
際

に
原
価
計
算
ソ
フ

ト
に
参
加
者
が
そ

れ
ぞ
れ
諸
経
費
の

数
値
を
入
力
し
、

し
尿
収
集
の
原
価

計
算
に
つ
い
て
研

修
し
た
。

　

翌
日
28
日
午
前

中
は
、
鈴
木
幹
事

が
ご
み
収
集
の
原
価
計
算
に

つ
い
て
説
明
し
た
ほ
か
、
滋
賀

県
環
境
整
備
事
業
協
同
組
合

で
ま
と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を

具
体
例
と
し
て
紹
介
し
た
。
こ

の
ほ
か
適
正
業
務
の
観
点
か

ら
労
災
事
故
防
止
対
策
な
ど
、

積
算
に
も
反
映
す
べ
き
留
意

点
を
示
し
た
。

村
は
委
託
を
か
け
る
と
き
は
、

こ
の
項
目
を
全
部
、
普
通
は
リ

ス
ト
が
あ
る
ん
で
す
。
何
十
項

目
と
有
る
中
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て

い
く
ん
で
す
。
チ
ェ
ッ
ク
が
全

部
O
K
に
な
る
と
、
は
い
委
託

で
す
よ
と
な
っ
て
契
約
書
を
出

す
わ
け
で
す
。

　

⑤
に
つ
い
て
は
大
き
な
自
治

体
の
場
合
は
全
部
、
自
分
で
積

算
を
作
り
ま
す
の
で
、
例
え
ば

皆
さ
ん
が
「
安
い
で
す
よ
」
と

ペ
ー
パ
ー
を
出
し
て
き
た
場
合

は
、
そ
れ
と
比
較
し
て
安
け
れ

ば
上
げ
て
あ
げ
る
と
か
、
そ
う

い
う
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
た

だ
し
景
気
の
い
い
時
だ
け
。

　

不
景
気
の
時
に
役
所
に
お
金

を
上
げ
て
く
だ
さ
い
と
い
っ
て

も
、
み
な
さ
ん
の
会
社
が
不
景

気
な
ら
都
道
府
県
も
市
町
村
も

不
景
気
で
す
か
ら
、
環
境
担
当

の
財
政
部
局
に
行
っ
た
ら
何
を

言
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
み
な
さ
ん
か
ら
の
要

望
書
は
、
そ
こ
に
積
ま
れ
て
し

ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ
し
、
京
都
市
の
よ
う
に

ご
み
の
有
料
化
を
や
っ
て
年

に
数
億
円
入
っ
て
く
る
自
治

体
は
、
特
定
財
源
と
し
て
バ
ッ

ク
し
ま
す
の
で
、
そ
の
お
金
で

様
々
な
環
境
政
策
を
打
ち
ま

す
。
当
然
、
委
託
料
が
低
い
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
上
げ
る
財

源
も
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す

各地域での適正料金確保へ人材育成

関根委員長

鈴木幹事

廃
掃
法
主
旨
理
解
す
れ
ば
随
契
が
正
常

税
収
不
足
で
入
札
化
は
自
治
体
の
勉
強
不
足

　

広
島
県
環
境
整
備
事
業
協
同

組
合
の
循
環
資
源
推
進
委
員
会

は
9
月
19
日
、
全
国
環
整
連
・

循
環
資
源
部
会
の
原
価
計
算
研

修
会
と
併
催
で
研
修
会
を
実
施

し
た
。
講
師
に
（
公
財
）
廃
棄

物
・
3
R
研
究
財
団
の
藤
波
博

調
査
部
長
を
招
き
「
廃
棄
物
・

リ
サ
イ
ク
ル
を
巡
る
国
内
外
の

動
向
」
と
題
し
て
講
演
会
が
行

わ
れ
た
。
特
に
②
廃
棄
物
処
理

法
の
基
礎
と
実
務
で
は
「
委
託

料
が
受
託
業
務
を
遂
行
す
る
の

に
足
り
る
額
と
い
う
条
文
は
以

前
か
ら
あ
る
。
大
き
な
自
治
体

で
は
競
争
入
札
に
な
ら
ず
随
意

契
約
。
税
収
不
足
で
入
札
に
し

よ
う
と
す
る
の
は
勉
強
し
て
い

な
い
自
治
体
」
と
批
判
し
た
。

　

藤
波
氏
は
埼
玉
県
川
口
市
の

環
境
部
職
員
と
し
て
長
ら
く
廃

棄
物
行
政
に
携
わ
り
、
埼
玉
県

の
ご
み
減
量
化
促
進
計
画
の
策

定
委
員
な
ど
を
歴
任
。
一
般
廃

棄
物
処
理
の
実
務
に
詳
し
く
、

退
職
後
は
同
財
団
の
調
査
部
長

だ
け
で
な
く
3
R
活
動
推
進

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
専
任
理
事
兼
事

務
局
長
で
も
あ
る
。
講
演
で
は
、

①
循
環
型
社
会
の
形
成
と
3
R

推
進
②
廃
棄
物
処
理
法
の
基
礎

と
実
務
③
廃
棄
物
管
理
と
新
規

ビ
ジ
ネ
ス
④
最
近
の
ト
ピ
ッ
ク

ス
―
―
に
つ
い
て
語
り
、
廃
棄

物
処
理
法
の
改
正
の
変
遷
や

3
R
推
進
の
背
景
な
ど
に
つ
い

て
解
説
し
た
。

ら
競
争
入
札
な
ど
に
は
絶
対
に

な
ら
ず
随
意
契
約
で
す
。

　

し
か
し
、
行
政
改
革
の
担
当

は
環
境
部
局
で
は
な
い
別
の
部

局
、
例
え
ば
行
革
本
部
と
か
で

し
ょ
う
か
ら
、
そ
ち
ら
か
ら
税

収
不
足
で
お
金
が
な
い
か
ら
、

福
祉
か
ら
何
か
ら
安
く
な
る

入
札
に
し
よ
う
と
な
る
。
そ
れ

は
勉
強
し
て
い
な
い
自
治
体
で

す
。

　

た
だ
廃
棄
物
処
理
法
で
も

「
随
契
で
や
り

な
さ
い
」
と
い

言
っ
て
い
ま
せ

ん
か
ら
、
一
般

論
で
は
慣
例
で

来
て
い
る
わ
け

で
す
。

　

こ
う
い
う
流

れ
の
中
で
市
町

　

3
R
財
団
･
藤
波
部
長
講
演

が
、
一
般
の
自
治
体
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

い
ま
有
料
化
を
や
っ
て
い
る

自
治
体
で
、
特
定
財
源
と
し
て

バ
ッ
ク
さ
れ
る
環
境
部
局
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
調
べ
上
げ
て
、

み
な
さ
ん
が
要
求
し
て
い
け

ば
、
上
げ
て
く
れ
る
可
能
性
が

確
率
的
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。

　

こ
う
い
う
背
景
が
あ
り
ま
す

の
で
、
午
前
中
の
研
修
で
も
出

て
い
た
内
容
を
よ
く
読
ん
で
い

た
だ
き
、（
一
財
）
日
本
環
境

衛
生
セ
ン
タ
ー
か
ら
「
廃
棄
物

処
理
法
の
解
説
」
と
い
う
厚

い
本
が
出
て
い
ま
す
の
で
見
て

い
た
だ
く
と
い
い
と
思
い
ま
す

（
表
1
）
。

 藤波部長

　

市
町
村
の
概
要
を
説
明
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

直
営
主
義
と
い
う
こ
と
で
あ

り
ま
す
の
で
、
市
町
村
で
の
み

な
さ
ん
の
仕
事
は
原
則
、
直
営

な
ん
で
す
。
直
営
が
あ
っ
て
、

次
に
委
託
が
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
午
前
中

に
（
循
環
資
源
委
員
会
の
研
修

で
）
説
明
が
あ
り
ま
し
た
、
施

行
令
の
第
4
条
第
5
項
の
⑤
に

「
委
託
料
が
受
託
業
務
を
遂
行

す
る
の
に
足
り
る
額
で
あ
る
こ

と
」、
こ
う
い
う
条
文
は
以
前

か
ら
あ
る
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
地
方
自
治
法
で
入

札
制
度
が
あ
る
の
で
す
が
、
普

通
は
大
き
な
自
治
体
、
人
口

50
万
人
以
上
の
都
市
で
は
、
こ

の
条
文
は
昔
か
ら
あ
り
ま
す
か

市
町
村
に
よ
る
直
営
処
理

市
町
村
に
よ
る
直
営
処
理

・市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業者に委託する場合は、
　政令で定める委託基準に従わなくてはならない

①受託業務を遂行するに足りる施設、人員、財政的基礎を有し、業務

の実施に相当の経験を有する者

②受託者が欠格要件に該当しないこと

③受託者が自ら受託業務を実施する者であること

④一般廃棄物の収集、運搬、処分、又は再生に関する基本的な計画の

作成を委託しないこと

⑤委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること

⑥一般廃棄物の収集とこれに係る手数料を併せて委託するときは、一

般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴

収しないようにすること

⑦一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分

又は再生の場所を指定すること

⑧委託契約書には、受託者が上記①から③の基準に適合しなくなった

時は、市町村において当該委託契約を解除できる旨の条項が含まれ

ていること

⑨上記⑦により指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所が当該市

町村以外の市町村にあるときは、その市町村に対してあらかじめ政

令で定める事項を通知し、また、当該処分又は再生を一年以上継続

して委託するときは、その実施状況を政令で定めるところにより確

認すること（処分又は再生場所の所在地、受託者の氏名・名称、一

般廃棄物の種類・数量・方法、開始日）

表1 委託に係る実務知識

　

許
可
は
7
条
許
可
と
我
々

は
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
7
条

許
可
に
は
2
種
類
あ
り
ま
し

て
、
収
集
運
搬
業
と
処
分
業

許
可
で
す
が
産
廃
と
違
い
条

件
が
あ
り
「
市
町
村
の
廃
棄

物
処
理
が
困
難
な
場
合
」
と

「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
に
適

一
般
廃
棄
物
の
許
可

一
般
廃
棄
物
の
許
可
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を
有
す
る
。
と
こ
ろ

が
小
さ
な
市
町
村
で

は
、
う
ち
は
委
託
や

許
可
で
や
っ
て
い
る

か
ら
関
係
な
い
と
言

う
が
、
そ
う
い
う
話

を
環
境
省
は
無
責
任

極
ま
り
な
い
、「
そ
の

行
為
の
責
任
は
市
町

村
が
有
す
る
」
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。

　

例
え
ば
不
法
投
棄
し

て
い
た
会
社
が
倒
産
し

て
逃
げ
て
し
ま
っ
た
ら

誰
が
責
任
を
負
う
の

か
、
許
可
業
者
が
不
法

投
棄
し
て
い
て
倒
産
し

て
し
ま
っ
た
ら
と
か
市

町
村
が
全
て
責
任
を
被

る
の
で
す
。
だ
か
ら
委

託
で
も
許
可
で
も
選
ぶ

と
き
は
慎
重
に
し
な
さ

い
と
い
う
の
が
環
境
省

の
話
で
す
。

　

そ
し
て
委
託
料
と

い
う
の
は
、
市
の
代
行

者
で
す
か
ら
安
い
価
格
で
委
託

し
て
は
ダ
メ
で
す
よ
と
当
た
り

前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

基
本
は
直
営
職
員
が
原
則
な
ん

で
す
。
だ
か
ら
給
料
も
労
働
保

険
も
役
所
は
全
部
入
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
保
険

だ
っ
て
入
り
な
さ
い
と
い
う
こ

と
な
ん
で
す
。
大
き
い
市
で
は

そ
こ
ま
で
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
か

ら
、
保
険
に
入
っ
て
い
な
い
と

こ
ろ
に
業
務
は
出
し
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
「
経
済
性
の
確
保
等

よ
り
も
業
務
の
確
実
な
履
行
を

重
視
」
と
、
い
わ
ゆ
る
競
争
原

理
に
は
馴
染
み
ま
せ
ん
と
こ
こ

で
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す

か
ら
競
争
入
札
に
走
る
自
治
体

は
一
体
な
ん
な
の
か
と
環
境
省

は
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

ど
う
し
て
も
そ
う
い
っ
た
方

向
性
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
か

ら
、
平
成
26
年
10
月
8
日
付
け

の
通
知
で
は
都
道
府
県
知
事
と

市
町
村
長
宛
に
「
自
由
な
処
理

に
任
せ
る
と
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
わ

れ
る
恐
れ
が
あ
る
」「
市
町
村

の
統
括
責
任
の
下
、
一
般
廃
棄

物
処
理
計
画
に
基
づ
き
適
正
処

理
し
な
さ
い
」
と
市
町
村
に
極

め
て
重
い
処
理
責
任
が
あ
る
と

説
明
し
て
い
ま
す
。

　

昔
は
通
達
行
政
が
あ
っ
て
県

と
市
に
こ
れ
を
し
な
さ
い
と
命

令
が
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
は

分
権
で
止
め
ま
し
た
。
い
ま
は

通
知
に
変
わ
り
、
産
廃
の
方
は

国
の
業
務
が
ま
だ
残
っ
て
い

て
、
都
道
府
県
を
中
心
に
産
廃

関
係
の
通
知
は
ど
ん
ど
ん
出
す

ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
般
廃
棄

物
は
市
町
村
の
業
務
だ
か
ら

出
せ
な
い
わ
け
で
す
（
表
4
、

表
5
）
。

合
し
て
い
る
」
こ
と
、
「
申

請
者
が
欠
格
要
件
に
引
っ
掛

か
っ
て
い
な
い
」
こ
と
が

条
件
で
、
許
可
な
く
収
集
運

搬
し
た
場
合
は
5
年
以
下
の

懲
役
ま
た
は
1
0
0
0
万
円

以
下
の
罰
金
、
ま
た
法
人
は

3
億
円
以
下
の
罰
金
。
実
は

私
が
強
調
し
た
い
の
は
「
法

人
は
3
億
円
以
下
の
罰
金
」

で
す
。

　

平
成
22
年
度
法
改
正
ま
で

は
、
従
業
員
が
し
た
違
法
行
為

は
、
今
日
お
集
ま
り
の
み
な
さ

ん
は
会
社
の
社
長
か
役
員
の
方

だ
と
思
い
ま
す
が
、
社
長
さ
ん

や
会
社
に
は
被
っ
て
こ
な
か
っ

た
ん
で
す
。

　

し
か
し
22
年
度
法
改
正
で
、

１
億
円
が
3
億
円
に
引
き
上

げ
ら
れ
、
従
業
員
が
し
た
違
法

行
為
は
会
社
に
関
わ
っ
て
き
ま

す
。
で
す
か
ら
産
廃
系
は
社
員

教
育
が
重
要
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。

　

許
可
は
い
ら
な
い
と
い
う

の
は
古
紙
、
く
ず
鉄
、
あ
き
び

ん
類
、
古
繊
維
の
専
ら
物
、
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
や
小
型
家

電
リ
サ
イ
ク
ル
法
の
家
電
。
こ

こ
で
お
話
し
し
た
い
の
は
、
許

可
は
要
ら
な
い
け
れ
ど
も
廃

棄
物
処
理
法
の
配
下
で
す
の

で
、
専
ら
物
で
あ
ろ
う
が
引
越

荷
物
運
送
業
者
で
あ
ろ
う
が

廃
棄
物
処
理
法
違
法
、
例
え
ば

3
条
の
処
分
の
基
準
と
か
に

違
反
す
れ
ば
検
挙
の
対
象
に

な
り
ま
す
。
日
本
の
法
律
で
は

許
可
が
要
ら
な
い
だ
け
な
ん

で
す
。

　

し
か
し
海
外
で
は
、
廃
棄
物

か
ら
外
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

日
本
で
言
う
「
総
合
判
断
説
」

で
有
価
物
と
し
て
判
断
し
た
の

で
、
廃
棄
物
関
連
の
法
律
に
は

引
っ
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と

だ
け
な
ん
で
す
。

　

日
本
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て

も
廃
棄
物
処
理
法
で
す
。
逆

に
リ
サ
イ
ク
ル
は
何
の
目
的

か
と
考
え
る
と
、
日
本
は
ご
み

減
量
の
た
め
の
リ
サ
イ
ク
ル

な
ん
で
す
。
基
本
は
減
量
の

リ
サ
イ
ク
ル
で
す
の
で
、
海

外
の
資
源
を
集
め
る
た
め
の

リ
サ
イ
ク
ル
と
は
全
然
違
い

ま
す
（
表
2
）
。

市町村長の許可（7条許可）

要件 ①当該市町村の廃棄物処理が困難であること

　　 ②一般廃棄物処理計画に適合していること

　　 ③申請者の資格性に適合していること

許可なく収集運搬した場合は廃棄物処理法違反であり、

 5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は

併科で、法人は3億円以下の罰金

例外

  ①専ら物　古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維

  ②引越荷物運送業者

  ③家電リサイクル法、小型家電リサイクル法等

表2 一般廃棄物の許可

　

一
般
廃
棄
物
処
理
業
の
許
可

に
は
7
条
許
可
（
営
業
の
許
可
）

に
①
一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
業

②
一
般
廃
棄
物
処
理
業
、
8
条

許
可
（
施
設
の
許
可
）
で
①
一

般
廃
棄
物
処
理
施
設
②
ご
み
処

理
施
設
、
し
尿
処
理
施
設
、
最

終
処
分
場
が
あ
り
ま
す
。
で
は

役
所
は
ど
う
や
っ
て
許
可
を
出

し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

一
般
廃
棄
物
は
市
町
村
自
身

の
処
理
を
原
則
と
し
て
い
ま
す

か
ら
、
市
町
村
が
直
接
処
理
で

き
な
い
場
合
に
許
可
を
出
し
て

い
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
市
町

村
に
代
わ
っ
て
行
う
「
代
行

者
」
と
し
て
の
許
可
を
出
し
て

い
ま
す
の
で
「
補
完
性
の
原
則
」

と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
し
て
補
完
性
の
観
点
か

ら
、
処
理
業
の
許
可
は
市
町

村
が
困
難
な
場
合
に
限
り
与

え
る
こ
と
が
で
き
る
「
処
理

困
難
性
の
原
則
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
「
計
画
適
合
性
」「
地

域
限
定
性
」
と
4
つ
が
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
に
は
委
託
と

同
じ
く
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
が
あ

り
ま
し
て
、
全

て
を
ク
リ
ア
し

て
許
可
が
出
る

と
い
う
仕
組
み

に
な
っ
て
い
ま

す
。

　

一
廃
は
産
廃

と
違
い
試
験
が

な

い

の

で

す

が
、
か
つ
て
東

京
23
区
の
場
合

は
新
規
許
可
と

更
新
許
可
で
試

験
が
あ
り
ま
し

た
。
新
規
許
可
と
更
新
許
可
。

な
ん
で
新
規
許
可
に
試
験
が

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
一
定
の

限
度
を
超
え
て
許
可
を
出
し
て

し
ま
う
と
競
合
で
会
社
が
つ
ぶ

れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

新
規
の
許
可
を
認
め
な
い
た

め
に
は
、
試
験
内
容
の
レ
ベ
ル

を
高
く
す
れ
ば
誰
も
受
か
ら
な

い
か
ら
で
す
。

許
可
業
者
に
よ
る

許
可
業
者
に
よ
る

           
           

一
般
廃
棄
物
処
理
の
位
置
づ
け

一
般
廃
棄
物
処
理
の
位
置
づ
け

「
市
町
村
に
よ
る
処
理
が

「
市
町
村
に
よ
る
処
理
が

                 
                 

困
難
な
場
合
」の
判
断
基
準

困
難
な
場
合
」の
判
断
基
準

　

市
町
村
で
の
処
理
が
困
難
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成

15
年
に
環
境
省
か
ら
課
長
通
知

が
出
て
い
ま
す
。

　

重
要
で
あ
り
ま
し
て
、
通
常
の

家
庭
系
一
般
廃
棄
物
は
「
処
理

困
難
と
い
え
な
い
」
と
書
い
て

あ
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は

家
庭
系
は
市
町
村
が
絶
対
や
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
。

　

事
業
系
一
般
廃
棄
物
が
多
量

で
た
い
へ
ん
な
場
合
は
、
収
集

運
搬
の
場
所
・
方
法
を
指
示
し

て
併
せ
産
廃
を
止
め
て
し
ま
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
地
方
分
権

が
進
み
、
市
町
村
の
判
断
が
重

要
に
な
り
ま
す
が
、
問
題
は
判

断
し
な
い
自
治
体
が
出
て
き
て

い
る
こ
と
で
す
。
裁
判
に
持
ち

込
ま
れ
て
も
負
け
な
い
判
断
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、

人
モ
ノ
金
が
足
り
な
い
。
比
較

的
大
き
な
自
治
体
で
も
不
満
が

出
て
い
ま
す
。

　

な
ぜ
か
と
い
う
と
国
会
毎
に

新
し
い
法
律
が
で
き
て
、
国
だ

け
で
な
く
県
と
市
も
執
行
す

る
。
そ
ん
な
な
か
で
県
と
市
の

職
員
は
ど
ん
ど
ん
削
減
さ
れ
て

い
る
。
分
権
は
地
方
の
活
性
化

の
た
め
に
権
限
を
降
ろ
し
た
は

ず
な
の
に
、
法
律
だ
け
ど
ん
ど

ん
作
ら
れ
て
も
地
域
の
た
め
の

政
策
な
ん
か
で
き
な
い
状
態
で

す
。
つ
ま
り
事
務
手
続
き
だ
け

し
か
出
来
な
い
。
そ
こ
に
住
ん

で
い
る
地
域
住
民
が
か
わ
い
そ

う
な
状
態
で
、
国
と
自
治
体
の

間
に
乖
離
が
お
き
て
い
る
部
分

が
あ
る
わ
け
で
す
（
表
3
）。

　

ポ
イ
ン
ト
は
廃
棄
物
対
策

課
長
通
知
と
廃
棄
物
・
リ
サ

イ
ク
ル
対
策
部
長
通
知
が
あ

り
ま
す
が
、
宛
先
の
相
手
が

違
い
ま
す
。

　

ま
ず
課
長
通
知
は
都
道
府

県
・
市
町
村
の
環
境
部
局
長
へ

の
通
知
、
部
長
通
知
は
都
道
府

県
知
事
と
市
町
村
長
宛
で
す
。

　

環
境
省
は
何
を
言
っ
て
い
る

か
と
い
う
と
、
市
町
村
は
直
営
、

委
託
、
許
可
の
統
括
的
な
責
任

◆ポイント   1．環境保全の重要性

             2．市町村の一般廃棄物処理責任の性格

             3．一般廃棄物処理計画の策定及び適用

平成20年6月19日付け  環境省廃棄物対策課長通知

1．廃棄物処理法第１条の「生活環境の保全と公衆衛生の向上」を基盤として循環型
社会が存在しえることから、一般廃棄物行政においても、環境保全を前提として
国民の安全、安心が確保されることを軸に循環型社会の形成のための施策を推進

2．市町村の一般廃棄物処理責任の性格
　　市町村の一般廃棄物処理責任の性格は、市町村は、一般廃棄物の処理について、
統括的な責任を有する。市町村が自ら処理を行うことはもとより、他者に委託し
て行わせる場合、許可により処理を行う場合でも、その行為の責任は市町村が有
する

　　施行令第4条委託基準、施行令第3条一般廃棄物処理基準に従った処理の必要性、
さらに、委託基準では、「受託の能力要件等に加え、「委託料が受託業務を遂行す
るに足りる額であること」とされている等、環境保全の重要性及び一般廃棄物の
公共性に鑑み、経済性の確保等の要請よりも業務の確実な履行を重視している

　　受託者が基準違反など違法行為が行われた場合、統括的な責任から、生活環境の
保全上の支障の除去や発生の防止措置を講ずる　市町村の処理責任は極めて重い

  競争入札による委託や新規許可をどうとらえるか

3．一般廃棄物処理計画の策定及び適用
　　一般廃棄物処理計画の策定及び適用については、廃棄物処理法第6条第1項の及
び第6条の2第1項に基づき、市町村は一般廃棄物処理基本計画を定めなければなら
ず、それに従って区域内の一般廃棄物の処理を行わなければならない。計画に即
した適正規模の処理施設や処理体制とするよう徹底されたい

表4

表5 平成26年10月8日付け  廃棄物・リサイクル対策部長通知

①市町村の廃棄物行政は、環境保全を前提とし、国民の安全、安心が
確保されることを軸に進められるべきであること

②廃棄物は不要であるために自由な処理に任せるとぞんざいに扱われ
る恐れがあり、市町村の統括的な処理責任の下、生活環境保全上支
障の生じることがないよう、市町村が策定する一般廃棄物処理計画
に基づき、適正に処理される必要があること

③委託により一般廃棄物を処理する場合の基準については、適正処理
を確保するため、「委託料が受託業務を遂行するに足りる額であるこ
と」、適正手続きによる委託業者の選定が求められるなど、環境保全
の重要性、一般廃棄物処理の公共性を重視すること

④市町村が長期的な展望を持って一般廃棄物処理計画を策定・適用し、
区域内のごみ排出量の見込みに対応した適正規模の処理体制とする
こと

　などを主な内容とし、市町村に極めて重い処理責任を求めている

関係条文…市町村長の許可要件としての「処理困難性」［法第7条5項1号］関係条文…市町村長の許可要件としての「処理困難性」［法第7条5項1号］

1) 通常の家庭系一般廃棄物…処理困難といえない。
2) 事業系一般廃棄物…多量で、収集運搬の場所・方法を指示する必要の

ある量の場合、処理困難
3) 1・2で原則として処理困難でない一般廃棄物も、交通の状態その他の

事情により、夜間収集作業を必要とする場合は処理困難
4) 通常の一般廃棄物であっても、市町村自ら収集・運搬又は処分し、又

は市町村以外の者に委託して収集、運搬又は処分する体制が整わない
場合は、現に一般廃棄物処理業者が許可を得て収集、運搬又は処分し
ているものについては困難と認定　

5) 市町村長の許可は、市町村がその責務である廃棄物処理の事務を円滑
に遂行するのに必要適切であるかどうかの観点から決すべきもので、
市町村長の自由裁量に委ねられている。

「市町村による処理が困難な場合」  の判断基準
［平成15年環境省課長通知］

表3
平
成
平
成
2020
年年
66
月月
1919
日
付
け

日
付
け

            
            

環
境
省
廃
棄
物
対
策
課
長
通
知

環
境
省
廃
棄
物
対
策
課
長
通
知
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素
排
出
量
削
減
―
―
の
3
項
目

の
目
標
を
設
定
し
た
」
「
ま
た

自
民
党
下
水
道
・
浄
化
槽
対

策
特
別
委
員
会
が
、
宅
内
配

管
工
事
費
を
含
め
た
単
独
転

換
の
推
進
、
浄
化
槽
台
帳
の

整
備
な
ど
を
含
め
た
〝
汚
水

処
理
事
業
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ

ン
〟
を
取
り
ま
と
め
、
先
般
、

骨
太
の
方
針
2
0
1
8
、
成

長
戦
略
2
0
1
8
に
も
盛
り

込
ま
れ
た
と
こ
ろ
。
環
境
省

と
し
て
は
廃
棄
物
処
理
施
設

整
備
計
画
の
目
標
と
合
わ
せ

何
と
か
実
現
し
た
く
、
31
年

度
予
算
で
単
独
転
換
、
共
同

浄
化
槽
の
整
備
、
台
帳
整
備

な
ど
へ
の
支
援
を
拡
充
で
き

る
よ
う
要
求
し
た
。
公
共
事

業
の
予
算
が
厳
し
い
中
、
我
々

と
し
て
も
予
算
の
使
い
道
に

つ
い
て
工
夫
を
加
え
な
が
ら
、

何
と
か
単
独
転
換
等
を
進
め

て
ま
い
り
た
い
」
と
述
べ
、
浄

化
槽
行
政
へ
の
協
力
を
求
め

た
。

　

全
国
環
整
連
は
平
成
30
年
度

7
月
理
事
会
で
、
緊
急
時
の
人

命
救
助
に
資
す
る
た
め
、
東

京
消
防
庁
か
ら
講
師
を
招
き
、

A
E
D
（
自
動
体
外
式
除
細

動
器
）
の
使
い
方
を
中
心
に
応

急
救
護
講
習
を
開
催
し
た
（
写

真
）
。

　

全
国
環
整
連
の
事
務
局
に
も

A
E
D
を
設
置
し
て
い
る
が
、

近
年
は
公
共
施
設
や
商
業
施
設

で
も
A
E
D
を
自
主
的
に
設
置

す
る
こ
と
が
増
え
て
お
り
、
以

前
よ
り
A
E
D
を
使
用
す
る
機

会
は
増
加
し
て
い
る
。
ま
た

A
E
D
の
使
用
方
法
は
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
手
順
が
記
さ
れ
、
電

源
投
入
に
よ
っ
て
も
自
動
音
声

に
よ
り
使
用
者
に
使
用
手
順

が
伝
わ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
あ
ら
か
じ
め
使
用

方
法
を
把
握
し
て
お
く
こ
と
に

よ
っ
て
ス
ム
ー
ズ
な
救
護
に
つ

な
げ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

講
習
で
は
要
救
護
者
の
安
全

確
保
や
胸
部
圧
迫
、
A
E
D
の

仕
組
み
、
使
用
す
る
際
の
注

意
点
な
ど
に
つ
い
て
説
明
を
受

け
、
講
師
か
ら
は
「
本
格
的
な

救
命
講
習
は
最
長
8
時
間
ま
で

の
コ
ー
ス
が
あ
る
。
短
時
間
で

説
明
し
き
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
大
切
な
人
、
家
族
、
命
を

守
る
た
め
、
希
望
が
あ
れ
ば
こ

う
し
て
講
習
会
を
開
催
し
て
い

る
の
で
、
積
極
的
に
利
用
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
」
と
の
言
葉
が

あ
っ
た
。

東京消防庁から講師招き応急救護講習東京消防庁から講師招き応急救護講習

AEDの使い方、胸部圧迫法など研修

　

全
国
環
整
連
は
11
月
2
日
、

岐
阜
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
（
写

真
）
で
平
成
30
年
度
大
会
を
開

催
す
る
。

　

今
年
度
の
テ
ー
マ
は
「
人
口

減
少
」。
日
本
の
総
人
口
は
平

成
20
年
に
1
億
2
8
0
8
万
人

と
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
か
ら
減
少

に
向
か
っ
て
お
り
、
50
年
後
の

2
0
6
8
年
に
は
8
5
1
6
万

人
と
34
％
近
く
の
減
少
が
見

込
ま
れ
て
い
る
。
岐
阜
県
で

も
ピ
ー
ク
人
口
は
平
成
13
年

に
2
1
1
万
人
、
44
年
後
の

2
0
4
5
年
に
は
1
5
5
万
人

と
推
計
さ
れ
る
。

　

大
会
で
は
な
ぜ
人
口
減
少

が
起
き
る
の
か
、
過
疎
化
す
る

日
本
が
高
齢
化
社
会
を
支
え

ら
れ
る
か
、
政
治
、
行
政
が
何

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
議
論
を
深
め
る
。

　

当
日
は
午
後
1
時
に
開
会

し
、
主
催
者
の
主
張
の
あ
と
、

早
稲
田
大
学
の
片
山
善
博
教

授
が
「
一
歩
離
れ
た
と
こ
ろ
か

ら
み
た
日
本
」
を
講
演
。
そ
の

後
、
柴
橋
正
直
岐
阜
市
長
、
藤

原
勉
本
巣
市
長
を
交
え
、「
人

口
減
少
に
行
政
は
い
か
に
立

ち
向
か
う
か
」
の
テ
ー
マ
で
パ

ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を

開
く
。

に
基
づ
き
浄
化
槽
管
理
者
に

受
検
案
内
を
行
う
場
合
」
「
設

置
届
出
書
類
に
検
査
依
頼
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
す
る

場
合
」
な
ど
4
方
式
に
分
類
。

各
方
式
ご
と
に
受
検
率
を
整

理
し
た
と
こ
ろ
、
岐
阜
県
の

ら
く
ら
く
一
括
契
約
制
度
の

よ
う
な
「
指
定
検
査
機
関
等

に
よ
る
民
間
窓
口
を
経
て
設

置
届
出
書
類
を
提
出
す
る
場

合
」
が
最
も
高
く
、
ほ
ぼ
受

検
率
1
0
0
％
の
自
治
体
が

多
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ

の
上
で
受
検
率
が
低
迷
す
る

理
由
な
ど
を
整
理
し
、
検
査

手
数
料
の
前
納
制
等
の
方
策

を
実
施
す
る
こ
と
が
受
検
率

向
上
の
手
立
て
と
ま
と
め
た
。

平
成
30
年
度
大
会「
人
口
減
少
」を
開
催

11
月
2
日
に
岐
阜
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
で

全国環整連

31
年
度
予
算
要
求
、
受
検
率
向
上
策
な
ど
講
演

　

こ
の
後
は
浄
化
槽
推
進
室

の
大
石
浩
巳
室
長
補
佐
が
「
31

年
度
予
算
要
求
の
概
要
」
、
板

倉
舞
指
導
普
及
係
長
が
「
当

面
の
浄
化
槽
行
政
の
諸
問
題
」

に
つ
い
て
講
演
し
た
。

　

内
容
は
松
田
室
長
の
挨
拶

を
補
完
す
る
形
で
行
わ
れ
、
こ

の
う
ち
大
石
室
長
補
佐
は
31

年
度
浄
化
槽
予
算
に
つ
い
て
、

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付

金
で
1
1
0
億
円
（
対
前
年
度

比
30
・
6
％
増
）
、
二
酸
化
炭

素
排
出
抑
制
事
業
費
等
補
助

金
で
20
億
円
（
同
25
％
増
）
と
、

近
年
と
し
て
は
最
大
規
模
と

な
る
合
計
1
4
0
億
円
を
要

求
し
た
こ
と
を
説
明
し
た
。
ま

た
国
庫
助
成
の
内
容
も
大
き

く
テ
コ
入
れ
し
、
単
独
転
換
に

伴
う
宅
内
配
管
工
事
の
助
成
、

公
有
地
を
活
用
し
た
共
同
浄

化
槽
お
よ
び
管
き
ょ
整
備
へ

の
助
成
、
浄
化
槽
台
帳
導
入
推

進
事
業
へ
の
助
成
制
度
を
創

設
。
さ
ら
に
従
来
か
ら
実
施
し

て
い
た
「
環
境
配
慮
・
防
災
ま

ち
づ
く
り
浄
化
槽
整
備
推
進

事
業
」
は
性
能
要
件
を
引
き
上

げ
、
「
公
的
施
設
・
防
災
拠
点

単
独
処
理
浄
化
槽
集
中
転
換

事
業
」
は
補
助
要
件
の
緩
和
を

行
う
と
し
た
。

　

環
境
省
の
説
明
後
は
、
浄

化
槽
整
備
施
策
の
優
良
事
例

と
経
営
分
析
、
浄
化
槽
法
第

7
条
検
査
の
受
検
率
向
上
に

関
す
る
調
査
報
告
、
自
治
体

の
先
進
事
例
、
環
境
省
30
年

度
事
業
「
省
エ
ネ
型
中
・
大

型
浄
化
槽
シ
ス
テ
ム
導
入
推

進
事
業
」
の
執
行
状
況
の
報

告
が
あ
っ
た
。

　

浄
化
槽
法
7
条
検
査
受
検

率
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
（
公

財
）
日
本
環
境
整
備
教
育
セ

ン
タ
ー
か
ら
報
告
さ
れ
、
全

国
の
7
条
検
査
の
実
施
方
法

に
つ
い
て
、
「
設
置
届
出
情
報

単
独
転
換
や
省
エ
ネ
浄
化
槽
普
及
に
重
点

30
年
度
全
国
浄
化
槽
行
政
担
当
者
会
議
開
く

環境省

　

会
議
の
冒
頭
で
、
環
境
省
の

松
田
尚
之
浄
化
槽
推
進
室
長

（
写
真
上
）
は
「
先
日
発
表
し

た
汚
水
処
理
人
口
普
及
率
は
、

29
年
度
末
で
90
・
9
％
に
達
し

た
が
、
地
方
部
を
中
心
に
い
ま

だ
1
2
0
0
万
人
の
生
活
雑

排
水
が
処
理
さ
れ
て
い
な
い
。

環
境
省
は
国
土
交
通
省
、
農
林

水
産
省
と
と
も
に
、
平
成
26
年

度
に
都
道
府
県
構
想
策
定
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
見
直
し
、
都
道
府

県
に
お
い
て
は
今
年
度
末
ま

で
に
計
画
を
見
直
し
、
概
ね
10

年
で
汚
水
処
理
施
設
を
概
成

し
て
い
た
だ
く
方
針
で
取
り

組
ん
で
い
た
だ
い
て
い
る
。
環

境
省
と
し
て
も
地
域
の
水
環

境
の
保
全
、
暮
ら
し
の
質
の
向

上
、
そ
し
て
強
靱
な
ま
ち
づ
く

り
の
観
点
か
ら
、
下
水
道
、
集

落
排
水
事
業
と
と
も
に
適
切

な
役
割
分
担
の
も
と
浄
化
槽

の
普
及
に
取
り
組
ん
で
ま
い

り
た
い
」
と
挨
拶
し
た
。

　

ま
た
「
本
日
の
会
議
の
内

容
に
つ
い
て
、
私
の
方
か
ら

簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

く
」
と
し
た
上
で
、
「
6
月
19

日
に
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備

　

環
境
省
は
9
月
3
日
、
東
京
・
八
重
洲
の
東
京
駅
日
本

橋
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
セ
ン
タ
ー
で
、
全
国
の
浄
化
槽
行
政

担
当
者
等
を
対
象
に
「
平
成
30
年
度
全
国
浄
化
槽
行
政
担

当
者
会
議
」
を
開
催
し
た
（
写
真
下
）。
浄
化
槽
に
関
す
る

予
算
や
最
新
の
施
策
方
針
が
説
明
さ
れ
、
宅
内
配
管
工
事

費
や
共
同
浄
化
槽
へ
の
助
成
を
含
む
31
年
度
予
算
要
求
の

概
要
、
省
エ
ネ
型
浄
化
槽
の
普
及
な
ど
新
た
な
目
標
を
位

置
づ
け
た
「
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
計
画
」
の
概
要
、
政

府
の
骨
太
の
方
針
や
成
長
戦
略
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
汚
水

処
理
事
業
の
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
が
主
な
話
題
と
な
っ
た
。

計
画
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
が
、

浄
化
槽
は
従
来
の
処
理
人
口

普
及
率
の
目
標
に
代
え
、
新

た
に
①
浄
化
槽
整
備
区
域
に

お
け
る
普
及
率
②
単
独
処
理

浄
化
槽
の
合
併
転
換
③
省
エ

ネ
浄
化
槽
に
よ
る
二
酸
化
炭

表6 平成26年1月28日  最高裁判決の考え方

■「廃棄物処理法において、一般廃棄物処理業は専ら自由競争に委ねられ

るべき性格の事業とは位置付けられていないものといえる」

■ 「一般廃棄物処理業は、市町村の住民の生活に必要不可欠な公共性の高

い事業であり、その遂行に支障が生じた場合には、市町村の区域の衛生

や環境が悪化する事態を招来し、ひいては一定の範囲で市町村の住民の

健康や生活環境に被害や影響が及ぶ危険が生じ得るものであって、その

適正な運営が継続的かつ安定的に確保される必要がある」　

市町村長が一般廃棄物処理計画を踏まえた既存業者への事市町村長が一般廃棄物処理計画を踏まえた既存業者への事

業の影響等を適切に考慮せずに、一般廃棄物処理業の新規業の影響等を適切に考慮せずに、一般廃棄物処理業の新規

許可又は許可更新を行った場合には、既存業者からの訴え許可又は許可更新を行った場合には、既存業者からの訴え

により当該許可等は取り消される可能性により当該許可等は取り消される可能性

　

環
境
省
の
通
知
が
出
て
お

り
ま
し
て
、
さ
ら
に
最
高
裁

判
決
で
「
廃
棄
物
処
理
法
に

お
い
て
、
一
般
廃
棄
物
処
理

業
は
専
ら
自
由
競
争
に
委
ね

ら
れ
る
べ
き
性
格
の
事
業
と

は
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
」

と
さ
れ
ま
し
た
か
ら
、
競
争

入
札
は
選
択
肢
と
し
て
あ
っ

て
も
実
際
は
で
き
な
い
は
ず

な
ん
で
す
。
廃
棄
物
処
理
法

は
競
争
原
理
に
任
せ
る
業
務

で
は
な
い
わ
け
で
す
。

　

平
成
26
年
10
月
の
通
知
が
出

て
以
降
、
27
年
4
月
か
ら
自
治

体
が
ど
う
い
う
動
き
を
し
た
か

と
い
う
と
、
委
託
は
行
革
通
り

で
ど
ん
ど
ん
増
や
し
ま
し
た
が

許
可
は
横
ば
い
で
す
。

【
5
面
か
ら
続
く
】

　

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
仮
に
市

場
の
需
要
と
供
給
を
無
視
し
て

許
可
を
出
し
、
会
社
が
つ
ぶ
れ

て
訴
え
ら
れ
た
ら
業
者
が
勝
つ

か
ら
で
す
。
で
は
国
な
り
県
、

市
が
我
々
業
者
を
守
っ
て
く

れ
る
か
と
い
う
と
反
対
部
分
が

あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
廃
棄
物
処
理
法
や
市
の

ル
ー
ル
に
違
反
し
た
場
合
、
そ

の
場
で
許
可
取
り
消
し
か
委
託

の
解
除
で
す
。

　

環
境
省
は
違
法
行
為
は
県
警

と
一
緒
に
な
っ
て
捕
ま
え
ろ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
知
ら
な
か
っ

た
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
時
代
で

す
か
ら
、
違
法
行
為
に
な
ら
な

い
よ
う
気
を
付
け
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
（
表
6
）
。

一
般
廃
棄
物
処
理
業
に

一
般
廃
棄
物
処
理
業
に

                              
                              

関
す
る
最
高
裁
判
決

関
す
る
最
高
裁
判
決


